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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
生
活
保
護
法
の
実
施
機
関
に
よ
る
「
生
活
保
護
法
第
二
七
条
の
二
」
を
運
用
す
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
等
が

生
活
困
窮
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）

に
基
づ
く
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
関
し
て
、
お
尋
ね
の
「
権
利
救
済
の

し
く
み
」
を
新
た
に
設
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
情
報
共
有
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、社
会
保
障
審
議
会
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
及
び
生
活
保
護
部
会
報
告
書（
平

成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
）
に
お
い
て
、
「
守
秘
義
務
を
設
け
る
こ
と
で
、
関
係
機
関
間
で
把
握
し
て
い
る
生
活
困
窮
に

関
す
る
情
報
の
共
有
を
、
必
ず
し
も
本
人
の
同
意
が
な
い
場
合
も
含
め
て
円
滑
に
し
、
生
活
困
窮
者
へ
の
早
期
、
適
切
な
対

応
を
可
能
に
す
る
た
め
の
情
報
共
有
の
仕
組
み
を
設
け
る
べ
き
」
及
び
「
本
人
と
の
関
係
で
は
同
意
な
く
得
ら
れ
た
情
報
で

一



あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
今
国
会
に
提
出

を
予
定
し
て
い
る
生
活
困
窮
者
等
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

お
い
て
、
都
道
府
県
等
は
関
係
機
関
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
（
以
下
「
支
援
会
議
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、
支
援
会
議
は
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
自
立
の
支
援
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交
換
等
を
行
う
も
の
と
す

る
こ
と
、
支
援
会
議
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
支
援
会
議
の
事
務
に
関
し

て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
を
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
規
定
し
て
い
る
。

二


